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 刈谷市放課後児童クラブ業務支援システム導入委託等について、事後審査型制限

付一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。 

 

 令和７年５月２１日 

 

刈谷市長  稲 垣   武 

 

１ 入札に付する事項 

 （１）業務名 

    刈谷市放課後児童クラブ業務支援システム導入委託等業務 

 （２）履行場所 

    富士松北児童クラブ他１４クラブ及び刈谷市役所子育て推進課 

 （３）業務の内容 

    別紙刈谷市放課後児童クラブ業務支援システム導入委託等業務仕様書 （以

下「仕様書」という。）に記載のとおり 

 （４）履行期間 

   ア 業務支援システム導入委託（端末等の機器納入も含む） 

    契約締結日から令和７年９月３０日まで 

   イ 業務支援システム利用 

    令和７年１０月１日から令和１２年９月３０日まで（５年間） 

    ※利用料に関しては、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約と

する。 

 （５）委託等上限額（いずれも消費税額及び地方消費税額含む） 

ア 令和７年度  

１１，６４２，０１６円 

イ 令和１２年９月３０日までの総額（令和７年度分も含む） 

２９，６０９，９２２円 
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 （６）見積上限額（いずれも消費税及び地方消費税を含む） 

   見 積 項 目 金額（税込） 

業務支援システム導入委託費 

一式 

 

5,598,000 円 

端末等購入費 

  １クラブあたり 

  ４２クラブ合計 

 

96,371 円 

4,047,582 円 

システム利用料及び SIM 利用料 

  月額 

  令和７年１０月～令和８年３月分（月額×６か月） 

  総額（月額×６０か月） 

 

332,739 円 

1,996,434 円 

19,964,340 円 

    ※この金額は契約額や予定価格を示すものではなく、委託等業務の規模を

示すものであり、入札にあたっては上記金額を超えないこと。 

２ 競争の方法 

  一般競争入札（事後審査方式）による。 

３ 入札参加資格に関する事項 

  次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人に限り入札に参加することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当しない者であること。 

 （２）過去３年間（令和４年４月１日から入札参加申込書を提出する前日までを

いう。）において、地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号の規定に該当

したことがない者であること。 

 （３）愛知県内で現に児童クラブ（放課後児童健全育成事業）において、業務実

績があること。 

 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者でないこと、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生

手続の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

 （５）公告日から落札決定までの間、刈谷市入札参加資格停止要領（平成６年７



3 

 

月１２日施行）に基づく入札参加資格停止処分を受けていない者であること。 

 （６）次のいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代

表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者

及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をい

う。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、そ

の組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係

者」という。）がいると認められる法人等（法人又は団体若しくは個人をい

う。以下同じ。） 

   イ 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が、経営又は

運営に実質的に関与していると認められる法人等 

   ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等

が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしてい

ると認められる法人等 

   エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営

若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又

は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認

められる法人等 

   オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められる法人等 

   カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等である

ことを知りながら、これを利用するなどしていると認められる法人等 

   キ 無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１

４７号）第５条第１項の規定による観察処分を受けている法人等 

（７）入札日の前日までに、刈谷市物品購入等業者名簿に登載されていること。 

（８）その他別紙仕様書の記載に適合する者であること。 

４ 入札参加申込書の提出  
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  入札参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を、次のとおり提出しなけれ

ばならない。また、期限までに申込書を提出しない者は、本入札に参加すること

ができない。 

 （１）提出方法 

    持参又は電子メールによる 

    電子メールによる場合は、送信した旨の電話連絡をすること 

 （２）提出期間 

    令和７年５月２１日（水）午前８時３０分から同年６月４日（水）午後５

時１５分まで 

持参及び電話連絡は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時

１５分まで 

 （３）提出先 

   ア 持参の場合 

    刈谷市東陽町１丁目１番地 

    刈谷市役所２階 次世代育成部子育て推進課児童育成係 

   イ 電子メールの場合 

    ksuishin@city.kariya.lg.jp 

（４）入札説明書及び必要書類 

    刈谷市ホームページからダウンロードすること 

５ 質問書の提出 

  入札説明書等に関して質問がある場合は、質問書（様式３）を提出すること。 

 （１）提出期限 

    令和７年５月３０日（金）午後５時１５分まで 

 （２）提出先 

    ksuishin@city.kariya.lg.jp 

 （３）提出方法 

    電子メールによる 

 （４）回答方法 

    質問者に対し電子メールでの回答後、刈谷市ホームページにて公開する。 
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６ 入札執行の日時及び場所 

 （１）日時 

    令和７年６月９日（月）午前１０時 

 （２）場所 

    刈谷市役所２階 ２０１会議室 

７ 入札保証金 

  免除 

８ 入札の無効に関する事項 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１）入札参加者の資格を有しない者のした入札 

 （２）入札に際して談合等による不正行為があった入札 

 （３）指定の日時までに指定の場所に持参しない入札 

 （４）同一事項の入札に対し２以上の意思表示をした入札 

 （５）他人の代理を兼ね、又は２以上の代理をした者の入札 

 （６）記名又は押印のない入札 

 （７）入札書の記載事項が確認できない入札 

 （８）入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札 

 （９）郵送による入札 

 （１０）契約担当者の指示に従わなかった者の入札 

９ 開札 

 （１）開札は、６で指定する日時及び場所で、入札の終了後直ちに行う。 

 （２）入札参加者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 

（３）予定価格の制限の範囲内の価格を入札書に記載した者のうち最低の価格を

入札書に記載した者を落札候補者とし、後日資格審査を行った上で落札者を

決定する。ただし、落札候補者に資格がなかった場合は、次の順位者から順

に資格を確認し、資格を満たしている者を落札者とする。 

（４）（１）から（３）までに記載のない事項については、刈谷市工事関係入札心

得書によるものとする。 

１０ 落札者の公表 

落札者の決定後、刈谷市ホームページで落札者名、落札金額及び入札参加者数
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を公表する。 

１１ 契約の締結 

 （１）契約書の作成を要する。 

 （２）契約の締結及び履行に関する費用は、全て落札者の負担とする。 

１２ 契約保証金 

  免除 

１３ その他 

 （１）提出された書類等は、返還しない。 

 （２）詳細は、入札説明書による。 


